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新型コロナウイルス感染拡大に伴う貿易証明窓口の対応について 

  

新型コロナウイルス感染拡大への対応につきまして、政府の緊急事態宣言を受け、 

貿易証明窓口の対応について下記の通りご案内します。 

 

■ 現在、窓口は通常通り営業しております。   ※対応期間を延長しました  

    営業時間：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

       9：00 ～ 12：00  ／ 13：00 ～ 16：30  

    ※1/14～3/5 までの間、12：00～13：00 は待合室をご利用いただけません。 

    ※今後、営業時間の変更となる可能性もございますので、予めご了承ください。 

 

■ 非特恵 貿易証明登録および署名追加・発給申請は【窓口】のみで受け付けております。 

現在、郵送での受付・交付はいたしておりません。 

貿易登録は有効期限が切れた後も、次の発給申請までに更新手続きしていただ

ければ継続ができます。更新手続きが完了するまで申請できませんが、発給申

請に来所される際に更新手続きを行うことも可能です。また、署名の追加も、

追加署名者のサインが入った貿易関係証明を申請する際に、手続きすることが

可能です。 

なお、特定原産地証明書は「郵送交付」を選択することができます。 

■ 咳や熱など風邪の症状がある場合は、窓口への来所をお控えください。 

また、窓口へお越しの際は、マスクの着用および手指の消毒にご協力をお願い

いたします。 

 

※上記の対応が変更となる場合は、以下のホームページにてご案内させていただきます。 

 名古屋商工会議所 貿易証明センター https://boueki.nagoya-cci.or.jp/ 

 

【お問合せ先】名古屋商工会議所 企画調整部 貿易証明担当 TEL：052-223-5721 

https://boueki.nagoya-cci.or.jp/

